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○
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
五
号

歯
科
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
六
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
歯
科
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

歯
科
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

歯
科
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
号
）
の

一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
報
告
の
徴
収
等
）

（
報
告
の
徴
収
及
び
指
示
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
臨
床
研
修
施
設
又
は
そ
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

（
新
設
）

病
院
若
し
く
は
診
療
所
が
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
基

準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

臨
床
研
修
施
設
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
又
は
そ
の
指
定
の
申
請
者
に
対

し
、
当
該
者
の
同
意
を
得
て
実
地
に
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
臨
床
研
修
施
設
群
に
つ
い
て
は
、
管
理
型
臨
床
研
修

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
臨
床
研
修
施
設
群
に
つ
い
て
は
、
管
理
型
臨
床
研
修

施
設
の
開
設
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
協
力
型
（
Ⅰ
）
臨
床
研
修
施
設
及
び

施
設
の
開
設
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
協
力
型
（
Ⅰ
）
臨
床
研
修
施
設
及
び

協
力
型
（
Ⅱ
）
臨
床
研
修
施
設
に
関
す
る
第
一
項
の
報
告
の
徴
収
又
は
第
二

協
力
型
（
Ⅱ
）
臨
床
研
修
施
設
に
関
す
る
第
一
項
の
報
告
の
徴
収
又
は
前
項

項
の
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


